
議案第4 9号

専決処分について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により､別紙の

とおり専決処分をしたので､同法同条第3項の規定により､これを本議会に報

告して承認を求める｡

平成16年5月7日

三朝町長　　　吉　田　秀　光



専決第4号

専決処分書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により､三朝町

水道事業の設置等に関する条例の一部を改正することについて､次のとおり専

決処分する｡

平成16年4月1日

三朝町長　青　田　秀　光

平成1 6箪5月-7日原審魚認

三朝町議各議長慮井　草

三朝町条例第25号

三朝町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

三朝町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年三朝町条例第10号)の一

部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正後部分｣という｡)

が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改める｡

改正後 弌ﾉ�9���

第1条及び第2条略 ��c���ｷ�-��c(��z｢�

(組織) 忠�y�B��

第3条略 ��c8��z｢�

2法第14条の規定に基づき､水道事 �)d��c�H��,ﾈｴｹ.�,舒�,8*ｺI�Y;倬b�

業の事務を処理させるため､水道課 仂h,ﾈ駟k�/��yﾘ+8+�.�+ﾘ-ⅹ�Y;�ｲ�

を置くことができるo �/��F板�

第4条以下略 ��cH��決岔z｢�

附　則

この条例は､公布の目から施行する｡


